年　　月　　日
三田市公民連携事業　提案シート

１　提案項目（テーマ一覧から記入、自由提案の場合、番号は不要）
	番号
	
	テーマ
	



２　貴団体の情報
	団体名
	

	種　類
	1 企業　2 社団・財団法人　3 NPO法人　4その他団体（　　　　　　　　　　）

	所在地
	

	ＵＲＬ
	

	担当者
	氏　名
	

	
	所属部署
	

	
	TEL
	

	
	E-mail
	



３　提案内容
	チェック欄
	□「三田市公民連携指針」「提案にあたっての留意事項（別紙）」を確認しました。
□「提案にあたっての留意事項」の提案ができない場合に該当しないことを誓約します。

	【具体的な提案内容】（別紙としても構いません）
●提案理由（提案行う目的や背景等）



●提案内容（事業の具体的な内容、スケジュール、実施場所、双方の役割分担、必要経費など）



●効果・影響（連携の必要性、見込まれる事業効果、双方のメリット、デメリット、リスクなど）



●その他（他自治体等での実績、特筆すべきアイデアやノウハウ、保護したい情報、参考資料など）






【 別 紙 】
　提案にあたっての留意事項　

提案にあたっては、以下の事項につき了承いただいたものとみなしますので、提案者の責任のもと、十分に確認の上、ご検討ください。

１ 個人（個人で事業を営む方を除く）、提案内容を自ら企画・実施することが困難な者からの提案は受け付けません。
２ 下記に該当する場合は提案はできません。また、提案の実施にいたる過程で、下記に該当する事実が判明した場合、原則、提案者との調整は行いません。
(１) 法令や公序良俗に反する場合
(２) 本市の施策や規程等に反する、又は抵触する場合
(３) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 32 条第 1 項各号に掲げる者に該当する場合
(４) 単に自社製品等の採用や広報を求めている場合
(５) 政治的、宗教的な関連性や要素がある場合
(６) 陳情、要望に該当する場合
(７) 上記のほか、公共性、公平性に問題がある等、本市が提案を受付できないと判断した場合
３ 提案に関する内容の審査、庁内外の関係者との調整には、時間を要する場合があります。
４ 提案内容は、実現を確約するものではありません。また、提案受付後の検討開始をもって、契約の合意・締結となるものではなく、かつ、本市が提案への対応（検討、調整等）や実現に対して法的義務を負うものではありません。
５ 提案事業の実施にあたり、法令又は本市の規程等に従い、公募等の調達手続きが必要となる場合があります。その際、本市が提案者から得た情報の全部又は一部を利用する場合があります。
※提案者の権利等に不都合が生じる箇所がある場合は、予めその内容、範囲について提案者から本市にご相談下さい。
６ 提案内容の成立・不成立に関わらず、本市は提案及び提案への対応に係る一切の費用、提案によって生じた損害等への補填、賠償は行いません。
７ 提案後の対応及び提案の実現過程で、個人情報のほか、機密情報の取り扱いがある場合は、関係法令及び社会通念に基づき、厳密かつ適切に取り扱ってください。
なお、この取り扱いに関する事故等の問題が生じた場合は、本市に故意又は重大な過失がある場合を除き、提案者に対して本市は一切の責任を負いません。
８ 事業者、団体等の名称・公民連携で取り組む事業内容等を本市のホームページ等に公表する場合があります。
９ 提案（内容及び企画書等の資料等）は、実現に向けた調整を行うに当たって、必要な範囲で、本市の関係課等及び調整に必要な機関に、情報の提供を行うことがあります。
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